
　　飯田市では２か月に一度の検針により水道料金を請求しているため、水道所在地の
　地区によって請求月が異なります。

令和５年12月31日以前から継続してご使用の方の場合

橋北・橋南・羽場・丸山・東野・座光寺・下久堅（知久平を除く）・上久堅・千代・
龍江・伊豆木・山本（久米を除く）・沢城・上村・南信濃

ご使用月

令和５年12月検針分・・・２か月分現行料金　　　口座振替日：１月25日　　　納付書払い：１月31日納期限

２月検針分・・・１か月分現行料金　+　１か月分新料金

基本料金は、１か月分を現行料金、１か月分を新料金で計算します。

従量料金は、超過水量の半分を現行料金、半分を新料金で計算します。

口座振替日：３月25日　　　納付書払い：４月１日納期限

４月検針分・・・２か月分新料金 口座振替日：５月25日頃予定　　　納付書払い：５月31日納期限予定

松尾・下久堅知久平・竜丘・川路・立石・下瀬・久米・伊賀良（沢城を除く）・鼎・上郷

ご使用月

１月検針分・・・２か月分現行料金 口座振替日：２月26日　　　納付書払い：２月29日納期限

３月検針分・・・２か月分新料金 口座振替日：４月25日頃予定　　　納付書払い：４月30日納期限予定

令和６年１月１日以降に使用を開始された方の場合

ご使用月

１月検針分・・・現行料金 口座振替日：２月26日　　　納付書払い：２月29日納期限

２月検針分・・・新料金 口座振替日：３月25日　　　納付書払い：４月１日納期限

２月分 ３月分 ４月分

水道料金改定後の請求開始時期のご案内

偶数月検針地区

11月分 12月分 ２月分 ３月分

４月分

１月
使用開始

２月
使用開始

1月分

1月分

1月分

検針
支払時期

11月分 12月分 ２月分 ３月分

４月分

検針
支払時期

奇数月検針地区

11月分 12月分

検針 検針 検針

現行料金 新料金 新料金

11月分支払月 1月分支払月 3月分支払月

検針 検針 検針

12月分 ２月分支払月

現行料金 現行料金 新料金新料金

検針 検針

２月分支払月

開栓

令和６年１月改定

令和６年１月改定

令和６年１月改定

検針 検針 検針

新料金新料金

開栓

検針

現行料金 新料金 新料金

1月分支払月 3月分支払月


